
城南福祉医療協会は、　　　　　　
　無料低額診療事業をしています。

医療費のお支払いにお困りの方は
ご相談ください

《無料低額診療事業とは》　経済的理由により必要な医療が受けられ
ない方々に、安心して治療を受けていただくための制度です。

《利用するためには》　収入状況等確認・申請による審査のうえ、か
かった医療費の保険診療分が無料または低額になります。

〈対象となる方〉　経済的な理由で治療費の支払いが困難な方
〈対象事業所・問い合わせ先〉
　大 田 病 院　3762ｰ8421（医事課　木伏）
　大 田 歯 科　3762ｰ0418（大川）
　大森中診療所　6404ｰ2301（井口）
？？例えば…こんな方はおられませんか？？
　大森中診療所にかかりつけ。毎月定期受診している。診察だけで
なく度々検査も必要で支払いがツライ。年金暮らしで日々の生活に
は余裕がなく、受診を２ヵ月に１回にしようかと考えている。
《大田病院医療相談室》でもご相談いただけます。
　医療費のことでご心配のある方は、お近くの職
　員にお気軽にお問合せください。
＊また、お電話の際には「無料低額診療のことで
　相談したい」とお伝えください。
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旅
行
記
の
最
後
に
医
療
事
情
と
若

干
の
ま
と
め
を
書
い
て
み
た
い
。

　

現
在
の
イ
タ
リ
ア
は
不
景
気
で
、

通
訳
の
ジ
ャ
ン
さ
ん
に
よ
る
と
医
療

費
抑
制
が
か
な
り
進
ん
で
い
る
。
と

り
わ
け
イ
タ
リ
ア
南
部
に
影
響
が
出

て
い
る
そ
う
だ
が
、
北
部
に
あ
る
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
市
立
病
院
で
も
医
師
は
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
医
療
費
削
減
の

た
め
医
師
配
置
を
減
ら
し
て
お
り
、

１
フ
ロ
ア
を
ベ
ッ
ド
閉
鎖
し
て
い

る
。
ま
た
、
日
本
の
よ
う
に
自
分
で

か
か
り
つ
け
医
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き

ず
、
15
歳
以
上
は
４
０
０
人
に
１
人

の
家
庭
医
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。
15

歳
未
満
は
小
児
科
医
の
担
当
に
な
る

が
、
家
庭
医
を
中
心
に
し
た
医
療
制

度
は
定
着
し
て
お
り
、
健
康
保
険
料

負
担
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
と
は
感
じ

て
い
な
い
と
の
こ
と
。

　

本
田
宏
医
師
著
「
誰
が
日
本
の
医

療
を
殺
す
の
か
」
（
洋
泉
社
）
に
よ

る
と
、
イ
タ
リ
ア
の
医
師
数
は
人
口

10
万
人
あ
た
り
４
２
０
人
で
、
日
本

の
１
９
８
人
の
倍
以
上
に
な
る
。

「
医
療
費
負
担
も
外
来
は
全
額
給
付

（
自
己
負
担
ゼ
ロ
）
で
、
入
院
も
検

査
の
一
部
の
み
を
自
己
負
担
」
と

な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
ボ
ロ
ー
ニ
ャ

に
お
い
て
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
に
な
っ

て
も
協
同
組
合
の
頑
張
り
で
住
民
登

録
が
で
き
、
か
か
り
つ
け
医
が
決
ま

り
、
医
療
費
は
心
配
い
ら
な
い
と
い

う
の
だ
。
た
だ
し
、
中
央
社
会
保
障

推
進
協
議
会
発
行
の
「
社
会
保
障
」

誌
連
載
の
「
世
相
診
断
＆
処
方
」
第

81
回
に
は
「
混
合
診
療
の
行
き
着
く

先
」
と
題
し
て
高
柳
新
医
師
が
イ
タ

リ
ア
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
医
療
事
情
を

書
い
て
い
た
。
私
と
同
様
、
井
上
ひ

さ
し
氏
の
「
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
紀
行
」
に

魅
せ
ら
れ
て
の
訪
問
で
も
あ
っ
た
が

「
聞
く
と
見
る
と
で
は
大
違
い
」
と

し
て
「
家
庭
医
は
医
療
費
節
減
の
ゲ

イ
ト
キ
ー
パ
ー
の
役
割
に
押
し
込
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
な
ど
、
い
く

つ
か
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。

無
差
別
・
平
等
の

医
療
と
介
護　
　

　

で
は
、
日
本
の
医
療
政
策
は
ど
う

か
。
日
本
で
も
革
新
自
治
体
の
広
が

り
と
運
動
の
成
果
で
、
１
９
６
９
年

の
東
京
都
か
ら
「
老
人
医
療
費
の
無

料
化
」
が
始
ま
り
、
１
９
７
３
年
か

ら
は
国
と
し
て
70
歳
以
上
の
医
療
費

の
窓
口
負
担
無
料
化
が
実
現
し
た
。

し
か
し
、
中
曽
根
内
閣
時
代
の
「
臨

調
・
行
革
」
路
線
の
強
行
に
よ
り
１

９
８
１
年
か
ら
一
部
負
担
が
導
入
さ

れ
年
々
自
己
負
担
は
増
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
安
倍
内
閣
は
今
年
６
月

に
、
団
塊
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る

２
０
２
５
年
に
向
け
て
、
国
や
自
治

体
の
給
付
を
徹
底
的
に
抑
制
し
、
国

民
に
は
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
に
く
く
す
る
制
度
へ
の
改
悪
を
強

行
し
た
。
安
倍
内
閣
の
下
で
、
世
界

に
誇
る
憲
法
9
条
と
25
条
が
な
い
が

し
ろ
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
も
経
済
的
に
は
か
な
り

深
刻
だ
が
、
医
療
費
の
窓
口
負
担
ゼ

ロ
は
守
っ
て
い
る
。
今
こ
そ
「
す
べ

て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す

る
。
国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に

つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及

び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
の
条

文
を
大
い
に
活
用
し
て
「
無
差
別
・

平
等
の
医
療
と
介
護
」
を
求
め
「
安

心
し
て
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち
づ
く

り
」
の
運
動
を
拡
げ
て
い
き
た
い
。
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完
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第３回城南文化祭の開催が決定しました
　2013 年からはじまった『城南文化
祭』。これまで、組合員のみなさんの趣
味や特技をたくさん発表していただき、
とても楽しい時間を過ごすことができま
した。今年の 2月には池上会館で第 2回
目の文化祭を行いました。
　来年も文化祭を開催します。組合員の
みなさんの趣味や特技の発表の場とし
て、また今後の保健生協におけるさまざ
まなサークルの結成や発展の機会とし
て、みなさんの出演、出品をお待ちして
います。発表の形式は舞台での発表と作
品の展示です。
　サークルの仲間を増やしたい方、これ
を機会に保健生協にサークルをつくりた
い方、みなさんどしどしご応募ください。

日時　2015 年２月７日（土）
　　　　展示　正午～午後４時（予定）
　　　　舞台　正午～午後３時（予定）
会場　大森スポーツセンター

地下２階　小ホール
ミーティングルーム

　●　出演、出展者の条件
　　◎　保健生協組合員個人　　◎　保健生協の

班またはサークル　　◎　保健生協組合
員が所属しているサークル（全員が
組合員でなくてもよい）。

　●　舞台出演規定
　　◎　演目…ダンス、楽器演奏、歌（民謡、
詩吟、合唱など）、手品などなど

　＊今回は会場の都合により太鼓演奏等
の大音響の演奏はできません。

　＊舞台の広さは 10 ㎡（2 ｍ× 5 ｍ）
程度です。控室、更衣室はあります。

　　◎　その他…必要な音楽ＣＤ等は各自ご
用意ください。また音響設備、照明
設備は会場敷設のものを使用しま
す。特別な設備はできません。

　●　展示出展規定
　　◎　募集作品…書道、写真、絵画、絵手
紙、手芸作品など。

　　◎　一人あたりの出品数の制限は特に設
けません。

　　◎　軸装、額装等は出品者において行っ
てください。展示は実行委員会で行
います。

　　◎　搬入・搬出については生協本部にお
問い合わせください。

　●　出演・出店の申し込みは 1月 23 日㈯
までに保健生協本部まで電話・ＦＡＸ
にて、グループ名・演目・出演人数・
出品内容、代表者名・代表者連絡先を
お申し込みください。

　●　舞台および出展作品の審査および表彰
は行いません。
＊福引付き協力券の普及をもって会場費
等の費用にあてます（1枚 300 円）。
＊出品料、出演料の徴収はありません。
また、出品、出演の謝礼のお支払いも
ありませんのでご了承ください。

「よろず（なんでも）相談」《無料》
どんな相談でもできます。弁護士の相談も受けられます。

【品川】　毎週火曜日と木曜日　10時～ 12時
　　　　場所はゆたか診療所３階　応接室
　　　　　●　法律相談は　毎月第３月曜日　10時〜 12時
　　　　　担当は串山泰生弁護士（五反田法律事務所）
　　　　　できるだけ電話予約を

（3781ｰ4723　ゆたか診療所まで）
【大田】　月曜～土曜の　10時～ 12時（ただし第３土曜日は休み）
　　　　場所は大森中診療所１階
　　　　　●　法律相談は月３回。担当は佐藤誠一弁護士と早瀬薫弁護
　　　　　士（東京南部法律事務所）。
　　　　　できるだけ電話予約を

（6404ｰ2301　大森中診療所まで）
　　　　第１水曜　13時〜 15時　　第３土曜　10時〜 12時
　　　　第４水曜　13時〜 15時

「成年後見専門相談」《無料》
　ご家族のどなたかが認知症になったことで、お金の管理等に困っ
ていませんか？　司法書士（専門職後見人）が相談にのります。

　場所　大森中診療所１階　よろず相談コーナー
　毎月　第２水曜日　13時～ 15時
　　●　必ず予約をお願いします。「成年後見専門相談」の予約は
　　（3762ｰ0266　担当：横山）まで

昨年の文化祭「若返り班」

2015新春　鎌倉ハイキングのお知らせ
新年のはじまりに鎌倉を散策してみませんか？

日　　時　　2015年１月４日（日）午前10時集合

集合場所　　ＪＲ「鎌倉駅」東口改札口付近

参 加 費　　500円（資料代・行事保険代）
申込方法　　城南保健生協本部までお電話かＦＡＸで。
　　　　　　電話3762ｰ0266　ＦＡＸ3762ｰ0239

申込締切　　12月26日（金）
持 ち 物　　タオル・水筒（全体で

３時間程度の予定で
す。昼食は解散後にそ
れぞれでとってくださ
い。）




